
規

則 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


